
〔別添１〕

間口 奥行 間口 奥行 間口 奥行 間口 奥行

原動機 ５㍍以上
１３㍍
以上

１２平方
㍍以上

５㍍以上
１３㍍
以上

動力伝達
装置

走行装置

操縦装置

制動装置

緩衝装置

連結装置
３．５㍍
以上

１２．５㍍
以上

７平方㍍以上
３．５㍍
以上

１２．５㍍
以上

運行補助装
置

自動運行装
置

原動機 ５㍍以上
１０㍍
以上

１２平方
㍍以上

５㍍以上
１０㍍
以上

動力伝達
装置

走行装置

操縦装置

制動装置

緩衝装置

連結装置
３．５㍍
以上

９．５㍍
以上

７平方㍍以上
３．５㍍
以上

９．５㍍
以上

運行補助装
置

自動運行装
置

原動機 ５㍍以上
１０㍍
以上

１２平方
㍍以上

５㍍以上
１０㍍
以上

動力伝達
装置

走行装置

操縦装置

制動装置

緩衝装置

連結装置
３．５㍍
以上

９．５㍍
以上

７平方㍍以上
３．５㍍
以上

９．５㍍
以上

原動機
４．５㍍
以上

８㍍以上
１０平方
㍍以上

４．５㍍
以上

８㍍以上

動力伝達
装置

走行装置

操縦装置

制動装置

緩衝装置

連結装置 ３㍍以上
７．５㍍
以上

６平方㍍以上 ３㍍以上
７．５㍍
以上

運行補助装
置

自動運行装
置

電子制御装
置整備

２．５㍍以
上（２．５
㍍以上）

７㍍以上
（３㍍以
上）

　普通自動車（貨物の
運送の用に供するもの
又は散水自動車、広告
宣伝用自動車、霊きゅ
う自動車その他特殊の
用途に供するものに限
り、上３欄に掲げるも
のを除く。）

分解整備

３㍍以上 ６㍍以上

４．５㍍
以上

７㍍以上 ６平方㍍以上
４．５㍍
以上

７㍍以上

電子制御装
置整備

３㍍以上
（３㍍以
上）

１３㍍以
上（７㍍
以上）

　大型特殊自動車 分解整備

５㍍以上
９㍍
以上

７平方㍍以上

３．５㍍
以上

８㍍
以上

５㍍以上
９㍍
以上

７平方㍍以上 ５㍍以上
９㍍
以上

５㍍以上
９㍍
以上

１１㍍
以上

５㍍以上
１２㍍
以上

７平方㍍以上 ５㍍以上
１２㍍
以上

５㍍以上
（５㍍以
上）

１６㍍以
上（７㍍
以上）

点検作業場

普
通
自
動
車
分
解
整
備
事
業

　普通自動車（車両総
重量が８㌧以上のも
の、最大積載量が５㌧
以上のもの又は乗車定
員が３０人以上のもの
に限る。）

分解整備

３．５㍍
以上

電子制御装
置整備

　普通自動車（最大積
載量が２㌧を超えるも
の又は乗車定員が１１
人以上のものに限り、
上欄にかかげるものを
除く。）

分解整備

事
業
の
種
類

特定整備の種類 屋内作業場の規模の基準 電子制御装置点検整備作
業場の規模の基準（括弧内
は屋内の規模の基準）

車両置場の
規模の基準

対象とする自動車の種
類

対象とする
整備の種類

対象とする
装置の種類

車両整備作業場
部品整備
作業場



原動機 ４㍍以上 ８㍍以上 ８平方㍍以上 ４㍍以上 ８㍍以上

動力伝達
装置

走行装置

操縦装置

制動装置

緩衝装置

連結装置
２．８㍍
以上

６．５㍍
以上

５平方㍍以上
２．８㍍
以上

６．５㍍
以上

運行補助装
置

自動運行装
置

原動機 ４㍍以上 ８㍍以上 ８平方㍍以上 ４㍍以上 ８㍍以上

動力伝達
装置

走行装置

操縦装置

制動装置

緩衝装置

連結装置
２．８㍍
以上

６．５㍍
以上

５平方㍍以上
２．８㍍
以上

６．５㍍
以上

運行補助装
置

自動運行装
置

原動機 ４㍍以上 ８㍍以上 ８平方㍍以上 ４㍍以上 ８㍍以上

動力伝達
装置

走行装置

操縦装置

制動装置

緩衝装置

連結装置
２．８㍍
以上

６．５㍍
以上

５平方㍍以上
２．８㍍
以上

６．５㍍
以上

運行補助装
置

自動運行装
置

原動機

動力伝達
装置

走行装置

操縦装置

制動装置

緩衝装置

連結装置

２㍍以上
２．５㍍
以上

分解整備

３㍍以上
３．５㍍
以上

４平方㍍以上 ３㍍以上
３．５㍍
以上

３㍍以上
５．５㍍
以上

４㍍以上 ６㍍以上 ５平方㍍以上 ４㍍以上 ６㍍以上

２．５㍍以
上（２．５
㍍以上）

６㍍以上
（３㍍以
上）

小
型
自
動
車
分
解
整
備
事
業

電子制御装
置整備

２．５㍍以
上（２．５
㍍以上）

６㍍以上
（３㍍以
上）

  三輪の小型自動車 分解整備

電子制御装
置整備

  二輪の小型自動車

  四輪の小型自動車 分解整備

３㍍以上
５．５㍍
以上

４㍍以上 ６㍍以上 ５平方㍍以上 ４㍍以上 ６㍍以上

３㍍以上
５．５㍍
以上

４㍍以上 ６㍍以上 ５平方㍍以上 ４㍍以上 ６㍍以上

２．５㍍以
上（２．５
㍍以上）

６㍍以上
（３㍍以
上）

　普通自動車（上４欄
に掲げるものを除
く。）

分解整備

電子制御装
置整備



原動機
３．５㍍
以上

５㍍以上
６．５平方
㍍以上

３．５㍍
以上

５㍍以上

動力伝達
装置

走行装置

操縦装置

制動装置

緩衝装置

連結装置
２．５㍍
以上

４．７㍍
以上

４．５平方
㍍以上

２．５㍍
以上

４．７㍍
以上

運行補助装
置

自動運行装
置

　　　定められている基準のすべてに適合するものでなければならない。
　　　

備考　二以上の種類の特定整備を行う事業場の屋内作業場、電子制御装置点検整備作業場及び車両置場の規模は、該当する特定整備の種類毎に

軽
自
動
車
分
解
整
備
事
業

３．５㍍
以上

４．４㍍
以上

４．５平方
㍍以上

３．５㍍
以上

４．４㍍
以上

電子制御装
置整備

  軽自動車 分解整備

２．５㍍
以上

３．５㍍
以上

２㍍以上
（２㍍以
上）

５．５㍍以
上（４㍍
以上）


